
ＮＰＯの制度改革に関する緊急提言 

 

１９９５年２月２４日 ＮＰＯ研究フォーラム 

 

 この提言は、世界的に伸長が著しい非営利組織（ Non-profit Organization、以下“ＮＰＯ”と表記

する）について、法制、税制等の制度改革の必要性を指摘し、改革のための指針を提示しようとするも

のである。ここでいうＮＰＯとは、自主的、自立的な活動を行う非政府、非営利の組織であり、いわゆ

るＮＧＯを含むものである。 

 国際社会において、ＮＰＯは、自然災害や人為的な紛争における人道的支援活動、地球的規模の環境

問題、難病に対する取り組みなど、市場に委ねても、各国政府や政府間組織に任せても、必ずしも効率

的に解決しがたい諸問題が多発するなかで、そうした問題に多元的かつボーダレスに取り組み得る自立

した担い手として、近年その存在と機能に注目が集まっている。アメリカ Johns Hopkins 大学の

LesterSalamon 教授によれば、ＮＰＯの隆盛は "Associational Revolution" とも呼びうるほどの大きな

うねりを起こしつつあり、そのインパクトは 19世紀後半の国民国家の成立に匹敵するというのである。 

 日本においては、各国に伍するＮＰＯの歴史を有し、戦前においても活発なフィランソロピー活動の

事例がみられたにもかかわらず、戦後世界有数の経済大国に達した今日、必ずしもＮＰＯが健全な発展

をしているとはいえない状況にある。最近では日本でも、価値観の多様化、国際化、人口の高齢化とい

った構造変化を背景として、草の根レベルでの文化・芸術活動、国際交流、地球環境保護、社会福祉サ

ービスなどへのニーズの高まりがみられる。しかし、多様化する公共サービスを全て政府主導で一元的

に供給することは不可能であるし、また官僚支配の弊害を助長したり、政府部門の肥大化をもたらすリ

スクをはらんでいる。 

 我々は、多元的で機動的な対応ができるＮＰＯこそ、質の高い公共サービスを供給する担い手として

最もふさわしいと考える。幸い日本でも、企業の社会貢献意識の高まり、個人のボランティア活動の活

発化など、ＮＰＯ活動を資金やマンパワーの面で支える供給側の基盤が強化されつつある。最近の例で

は、阪神大震災において、機能不全に陥った中央政府や地方自治体に代わって、実に多数のボランティ

アが、被災者救出、医療、食糧確保などに活躍し、ＮＰＯが重要な役割を果たしたことは特筆されるべ

きであり、日本のＮＰＯの潜在力と発展可能性を示す注目すべき事例であると考えられる。 

 しかし、ＮＰＯを支える制度面に目を向けると、明治時代に制定された民法に依拠する公益法人制度

やそれと連動する税制は、ＮＰＯの活動を伸展させていく上で様々な問題点を持っている。例えば、非

営利活動を行う組織が法人格を取得するには主務官庁の許可が必要であるが、実質的な許可基準が官庁

によって異なっていたり、許可の見返りに天下り役人の受け入れを強要されるといった事例がしばしば

みられる。この結果、官庁の下部組織のような公益法人が多数存在する一方、たとえば阪神大震災の復

興の最前線で活動しているボランティア組織の多くは法人格を持たないが故に様々な面で活動が制約さ

れるといった問題も起こっている。また、本来「非営利・公益法人」に限定されるべき公益法人制度に

「非営利・非公益法人」が混在し、公益法人が主務官庁の許可により設立されると、活動の公益性を問

うことなく税制上の優遇が与えられるというのはいかにも不合理である。さらに、一部の公益法人のず

さんな運営や税制上の優遇措置の悪用等が、ＮＰＯセクター全体の社会的信頼をそこねている事例が後

を絶たない。 

 以上のような現状をふまえ、ＮＰＯに関わる研究者・実務家で構成するＮＰＯ研究フォーラムは、日

本においてもＮＰＯに関する制度改革が喫緊の課題であるとの認識のもと、その早期実現を訴えるため、

以下のとおり緊急提言を行うこととした。 



提言１．登録非営利法人（仮称）の創設 

 

 非営利の活動を行おうとする団体は、例えば、法務省（各地の法務局）に、法人名、代表者、所在地、

活動内容等を登録（登記）することによって法人格を取得し、「登録非営利法人（仮称）」となることが

できるようにする。この手続きは、会社の設立登記に準じて簡素・迅速に処理されるべきであり、法務

局等は当該法人の活動内容について「非営利」であるかどうかを提出書類に基づき確認するのみとすべ

きである。なお、この登録は義務ではなく、法人格を必要としないＮＰＯには登録しない自由が保障さ

れ、また、登録による法人格の取得は税制上の優遇措置に連動するものではない。 

 この登録制度により、現在法人格のない任意団体として活動している規模の小さなＮＰＯにも法人化

の道が開かれ、資産・債権債務の帰属、契約、課税などに伴う法律上の権利主体としての地位を明確な

ものとすることができる。 

 

提言２．非課税資格審査の一元化 

 

 上記の登録非営利法人のうち、あらかじめ明文化された要件を満たす法人を、税務官庁に対する届け

出により「免税非営利法人（仮称）」とし、この法人の活動にかかわる資産収益（利子配当収入等）や関

連事業収益を非課税とする。各種公益信託についても、同様の手続きにより非課税を適用する。 

 この制度改革は、いわゆる準則主義に基づき統一的な基準で免税非営利法人の資格を与えるものであ

る。現行制度は、主務官庁による設立許可により非課税資格が付与されるために主務官庁によって実質

的な許可要件が異なり一貫性に欠けるという問題点があるが、新制度ではこの問題が解消される。 

 

提言３．公益寄付金控除法人（仮称）の創設 

 

 上記の免税非営利法人のうち、公益を目的とする事業を行う、または行おうとする法人は、税務官庁

へ届け出ることにより、「公益寄付金控除法人（仮称）」になることができ、その法人に寄付をした個人・

法人に対して、所得控除・損金算入（または寄付額の一定比率の税額控除）を認める寄付金控除制度を

新たに設ける。 

 また、この公益寄付金控除法人に対する土地・株式などの資産の寄付については譲渡所得税を非課税

とする（現行のみなし譲渡所得課税を廃止）。さらに、個人が行う公益寄付に関する税制上の取り扱いが

法人が寄付した場合と実質的に同等となるようにすべきである。なお、公益信託についても、公益寄付

金控除法人と同様の要件により「公益寄付金控除信託（仮称）」となることができるようにすべきである。

また、相続税や地方税についても、公益寄付に対する税制上の誘因を高める方向での改革が必要である。 

 一方、新たに、学識経験者等を構成メンバーとする「公益審査委員会（仮称）」を、内閣から独立した

中立的第三者機関として設立する。税務官庁は、公益寄付金控除法人の主張する「公益性」が税務上妥

当でないと判断する時は、公益審査委員会に公益性の審査を委任することができる。公益審査委員会に

よって公益性がないと判断された場合には、当該法人に事後的に控除分の税を課すものとする。 

 これらにより、公益目的の寄付に対して、アメリカなどと比較しても遜色ない程度の税制上の誘因を

与えることが期待されるとともに、現行の寄付金税制の根幹をなす特定公益増進法人制度のような官庁

の縦割りによる認定基準の不統一や認定過程の非公開による不透明といった問題が解消され、より整合

的な制度に改められることになる。 

 



提言４．ＮＰＯのディスクロージャーの推進 

 

 民間非営利活動の健全な発展のためには、個々のＮＰＯが、公益・非営利の設立目的に恥じない運営

に努めることはもとより、ＮＰＯセクターが伸長する実態に即応した「顔の見える」存在となることを

目指して、社会に対して積極的に、自らの活動内容等の情報を開示する必要がある。 

 そこで、上記の各法人の活動内容については、税制上の優遇の程度に応じて、情報公開を義務付ける

べきである。具体的には、税制上優遇されていない登録非営利法人については、これら法人の代表者、

所在地、運営主体などの情報を法務局等で公開する。次に、免税非営利法人には、最低限、上場会社等

に対して求められる有価証券報告書に準じた事業内容、財務内容のディスクロージャーを義務づける。

さらに公益寄付金控除法人には、以上に加えて寄付金の使途の詳細について開示させる。 

 

提言５．ボランティア支援制度の確立 

 

 ＮＰＯの活動を支える人的資源としてボランティアの役割はきわめて大きく、ＮＰＯの活動基盤を強

化するためには、ボランティア支援のための制度を確立する必要がある。具体的には、ボランティア活

動に伴う危険に備えるためのボランティア保険制度を整備するほか、個人がボランティア活動にともな

い負担した費用（交通費・通信費、宿泊費、保険料など）について何らかの税控除を認めること、ボラ

ンティア活動を金銭的な寄付と同等の無償労働サービスの提供とみなし、税制上の優遇措置を与えるな

どの制度改革が必要である。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 以上の緊急提言の中には、場合によっては民法を含む現行法規の大幅な改正を必要とするものが含ま

れることから、当フォーラムとしては、今後、各界多数の賛同が得られるよう、具体的な制度改革案の

作成に向けて精力的に論議を重ね、集約を図るための拠点としての機能を発揮したいと考えている。 

 現在、ＮＰＯに関する制度改革を志向する試みが国内でも複数始動している。この緊急提言がＮＰＯ

関係者の幅広い参画と連携に寄与することを切に希望する。 

 

内容に関する照会先：大阪大学・本間正明（Tel:06-850-5619, Fax:850-5274） 

          大阪大学・山内直人（Tel:06-850-5621, Fax:850-5274） 

                （e-mail:yamauchi@econ.osaka-u.ac.jp） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ研究フォーラムの概要 

 

1.目的および設立の経緯 

 ＮＰＯ研究フォーラム（NPO Research Forum of Japan ）は、民間非営利組織（ＮＰＯ）やフィラ

ンソロピーに関する諸問題の調査研究を目的とするグループで、大学所属の研究者およびＮＰＯの実務

家を会員とする、研究所と学会の性格を併せ持つ柔軟な組織です。 

 ＮＰＯ研究フォーラムとして発足したのは 1993 年３月ですが、その前身は 1985 年に発足した「公益

法人税制研究会」に遡ります。公益法人税制研究会の研究成果は『公益法人の活動と税制－日本とアメ

リカの財団・社団』（橋本徹・古田精司・本間正明編著）として清文社から刊行され、高い評価を得てお

ります。 

 ＮＰＯ研究フォーラム設立後の研究成果としては『フィランソロピーの社会経済学』（本間正明編著、

東洋経済新報社）があります。 

 

2.事業 

 当フォーラムは当面次の事業を行っております。 

a)国内研究交流事業：原則として毎月１回例会を開催し、会員の研究成果の報告に基づき 意見交換を

行う。適宜公開研究集会を開催する。 

b)国際研究交流事業：ISTR (International Society for Third-Sector Research) 

その他 国際学会に積極的に参加する。（当フォーラムは ISTR の団体会員になっております。） 

c)調査研究事業：会員有志により研究プロジェクトチームを組織し、共同研究を行う。 

 

3.事務局 

 当フォーラムは事務局を大阪大学国際公共政策研究科内に置いております。 

   （560 大阪府豊中市待兼山町 1-16 Tel:06-850-5621, Fax:06-850-5274） 

 

4.組織 

個人会員：ＮＰＯ研究に従事しているか、もしくは関心を有する研究者および実務家であれば、会員の

推薦により会員になることができます。現会員数：30 余名 

役員：現在の役員は次のとおりです。 

   理事・会長（chairman）   本間正明（大阪大学） 

   理  事 (director)      跡田直澄（名古屋市立大学） 

                 出口正之 (サントリー文化財団） 

                 山内直人 (大阪大学） 

   理事・事務局長（president) 今田忠（笹川平和財団） 

   監  事  (auditor）    三島祥宏（大阪コミュニティ財団） 

 

5.財政 

 現在はサントリー文化財団の支援により運営されておりますが、将来は個人会費、団体賛助会費、財

団からの助成金、企業、団体等からの寄付金・研究委託金等により運営することを考えております。 

                                        以上 


